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ディーゼル自動車運行規制に伴う街頭検査等監視結果について 

 
兵庫県では、本年１０月１日より、阪神東南部地域においてディーゼル自動車運行規制を開始した。 

 この規制に係る検査として、街頭検査、カメラ検査及び運送事業者、荷主等に対する立入検査を実

施し、規制開始１箇月の検査結果は次のとおりである。 
 なお、カメラ検査の結果については、12 月上旬に判明する。 
 

記 
 

１ 街頭検査 

  ５回（1 日、7 日、15 日、20 日及び 26 日）を予定していたが、台風等の雨天のため３回（1 日、

7 日及び 15 日）の実施となった。基準に不適合の車両は、県内車両の 14%、県外車両の 37%であ

ったが、いずれも規制適用猶予期間中のものであり、運行規制違反はなかった。 
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２ 運送事業者及び荷主等に対する立入検査 

  運送事業者及び荷主等の立入検査を行い、車検証の確認や委託運送事業者への運行規制の遵守に

係る措置状況について確認を行った。 
 【運送事業者】 
  県大気課は県内運送事業者（24 社）に立入検査を行った。不適合車両の割合は 66%であったが、

違反車両はなかった。 
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【荷主等】 
県民局が４９事業所の荷主等に立入検査を実施した。 
荷主等の所有車両１２台のうち、３台が適合車両で、9 台は猶予期間の車両であった。 


